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英
法
に
お
け
る
債
権
の
侵
害
と
不
法
行
爲

（
一
）小

林

規

威

　
ま
え
が
き

第
一
章
　
債
椹
侵
害
理
論
の
歴
史
的
背
景

一
　
コ
ン
モ
ン
ロ
ー

　
（
一
）
　
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
家
長
の
人
格
槽
及
び
財
産

　
　
　
檀
に
封
す
る
侵
害

　
（
二
）
　
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
る
旨
ー
マ
法
法
則
の
紹
介

マ
法
法
則
英
法
化
の
過
程

二
　
劣
働
者
法
令

　
（
轍
）
　
黒
死
病
の
流
行
と
劣
働
者
法
令
の
制
定

　
　
　
　
　
　
　
ま
　
え
　
が
　
き

（
二
）
　
鋳
三
者
に
よ
る
雇
主
使
用
人
聞
の
契
約
逡
反
誘

　
　
致
の
不
法
行
爲
（
以
上
本
號
）

第
二
章
　
債
椹
侵
害
に
關
す
る
英
國
現
行
法

　
法
則
の
成
立

問
題
の
所
在

一
　
英
國
証
代
資
本
主
穣
肚
合
に
お
い
て
債
槻
的
開
係
は

　
そ
の
基
本
的
な
關
係
で
あ
る

二
　
債
権
俊
害
に
關
す
る
英
國
現
行
法
法
則
の
成
立

結
　
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
一
　
日
本
民
法
第
七
百
九
條
は
、
「
故
意
叉
ハ
過
失
二
因
リ
テ
他
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
タ
ル
者
ハ
之
二
因
リ
テ
生
ジ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
責
二

任
ズ
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
穫
利
と
は
、
生
命
、
自
由
、
所
有
椹
な
ど
の
絶
封
権
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
い
を
さ
し
は
さ
む

　
　
　
　
（
2
）

鯨
地
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
債
権
の
如
き
相
封
権
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
關
し
て
は
、
か
つ
て
學
者
の
間
で
意
見
が
分
れ
議
論
の

　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
　
（
三
五
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
　
（
三
六
）

存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
帥
ち
、
第
三
者
に
よ
る
債
椹
侵
害
を
否
定
す
る
立
場
に
立
つ
學
者
は
、
左
の
如
く
主
張
し
た
。

　
O
　
債
穫
と
い
う
椹
利
は
、
債
務
者
に
封
す
る
無
形
の
關
係
に
お
い
て
成
立
す
る
。
故
に
、
生
命
、
身
艦
、
有
髄
物
と
異
り
侵
害
の
目
的
と
な

る
こ
と
を
得
な
い
。

　
⇔
　
債
椹
と
は
、
債
樺
者
が
債
務
者
に
封
し
て
、
特
定
の
行
爲
を
要
求
す
る
椹
利
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
債
槽
は
相
封
的
な
穫
利
で
あ
る
。

從
つ
て
第
三
者
が
こ
れ
を
侵
害
し
て
も
、
そ
れ
は
債
務
者
の
債
権
者
に
封
す
る
義
務
違
反
と
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
第
三
者
に
よ
る
債
穫
の
侵
害

を
認
め
る
と
す
る
と
、
債
穫
の
絶
封
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
債
権
を
物
穫
か
ら
匠
別
す
る
こ
と
が
出
來
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
右
の
否
定
読
に
封
し
、
第
三
者
に
よ
る
債
権
侵
害
を
肯
定
す
る
學
者
は
、
次
の
如
く
反
駁
す
る
。

　
e
　
債
椹
隠
無
形
の
關
係
で
あ
る
が
、
凡
そ
権
利
は
悉
く
無
形
の
關
係
で
あ
る
。
更
に
債
椹
に
不
可
侵
性
帥
ち
絶
封
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

債
椹
に
は
物
権
の
如
く
、
排
他
性
、
追
求
性
、
支
配
性
が
な
い
の
だ
か
ら
、
債
椹
と
物
権
と
の
匠
別
を
混
鼠
さ
せ
る
お
そ
れ
は
な
い
。

　
⇔
　
勿
論
第
三
者
は
債
務
者
で
は
な
い
か
ら
、
債
務
者
と
し
て
の
義
務
違
反
の
責
任
を
負
捲
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が

爲
に
、
第
三
者
に
不
法
行
爲
上
の
責
任
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
出
來
な
い
。

　
し
か
し
、
大
正
四
年
に
相
次
い
で
な
さ
れ
た
民
刑
雨
部
の
大
審
院
到
決
（
大
刑
判
大
正
四
・
三
・
一
〇
刑
録
二
七
九
頁
、
大
判
大
正
四
．
三
．
二
〇
民
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

三
九
五
頁
）
が
こ
の
問
題
を
積
極
に
解
し
て
以
來
、
學
読
の
大
勢
は
肯
定
読
に
傾
き
今
日
に
至
つ
て
い
る
。

　
印
ち
、
肯
定
読
の
學
者
は
左
の
如
く
そ
の
根
嫁
を
読
明
す
る
。

　
e
　
構
利
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
不
可
侵
性
を
有
す
る
の
で
あ
つ
て
、
債
槽
も
亦
槽
利
の
一
種
で
あ
る
以
上
、
こ
の
性
質
を
有
し
な
い
は
ず
は

　
（
7
）

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
⇔
　
民
法
七
百
九
條
も
汎
く
権
利
と
い
い
、
債
椹
を
除
外
し
て
い
な
い
。
從
つ
て
債
椹
も
亦
こ
れ
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。



　
轡
　
債
槽
は
事
實
上
第
三
者
に
よ
つ
て
侵
害
さ
れ
得
る
椹
利
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
債
椹
を
第
三
者
の
侵
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

襯　
四
　
近
來
、
財
産
の
形
式
が
債
権
化
す
る
程
度
が
次
第
に
檜
加
す
る
に
從
つ
て
、
債
椹
に
不
可
侵
性
を
認
め
る
必
要
は
釜
々
多
く
な
つ
て
き

ハ
ー
o
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

た
。
そ
れ
故
、
債
椹
に
不
可
侵
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
近
世
に
お
け
る
取
引
の
需
要
に
適
し
て
い
る
。

　
思
う
に
、
日
本
の
法
曹
に
お
い
て
否
定
読
を
と
る
者
は
、
債
権
の
相
封
性
及
び
債
務
者
の
主
艦
性
に
着
目
し
て
第
三
者
に
よ
る
債
穫
侵
害
の
不

法
行
爲
を
否
定
し
た
。
こ
れ
は
、
法
的
に
は
、
個
人
の
地
位
の
濁
立
、
法
律
關
係
に
お
け
る
自
由
意
思
の
支
配
、
ま
た
経
濟
的
に
は
、
自
由
競
雫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
全
面
的
な
保
障
、
と
い
う
こ
と
か
ら
の
必
然
的
麟
結
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
封
し
、
肯
定
読
を
と
る
者
は
、
論
理
的
な
統
一
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
近
代
肚
會
に
お
け
る
、
財
産
の
債
穫
化
、
さ
ら
に
は
債
権
化
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

た
財
産
に
封
す
る
侵
害
の
可
能
性
を
強
調
し
、
第
三
者
に
よ
る
債
椹
侵
害
を
肯
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
要
は
、
民
法
に
所
謂
椹
利
侵
害
の
規
定
が
、
抽
象
的
に
し
て
、
相
封
的
な
債
権
侵
害
の
場
合
に
、
演
繹
適
用
さ
れ
得
る
や
否
や
に
か
か
つ
て
い

た
。（

1
）
　
英
法
に
お
け
る
第
三
者
の
債
椹
侵
害
と
そ
れ
に
封
す
る
衡
卒
法
上
の
救
濟
に
つ
い
て
は
稿
を
更
め
て
研
究
す
る
σ

（
2
）
　
我
妻
榮
「
債
椹
総
論
」
昭
和
二
十
五
年
・
岩
波
書
店
〔
一
一
〕
三
・
四
参
照
。

（
3
）
　
石
坂
「
債
椹
は
第
三
者
に
依
り
て
侵
害
せ
ら
る
』
こ
と
を
得
る
や
」
改
纂
民
法
研
究
下
一
頁
以
下
。
岡
松
「
第
三
者
の
債
椹
侵
害
」
京
法
一
一
巻
二
一
號
。

　
同
「
債
穫
の
性
質
」
法
學
新
報
三
〇
巻
七
・
八
・
一
一
號
。
松
本
「
註
繹
民
法
全
書
」
一
巻
六
一
頁
。
等
を
参
照
。

（
4
）
　
鳩
山
秀
夫
「
日
本
債
椹
法
」
（
絡
論
）
大
正
十
四
年
・
六
頁
。
小
池
隆
一
「
債
穫
法
総
論
」
昭
和
二
十
九
年
・
一
〇
頁
。
勝
本
正
晃
「
債
椹
総
論
」
上
巻
・
昭

　
和
五
年
・
五
一
ー
五
三
頁
。

（
5
）
　
勝
本
・
前
掲
四
七
頁
。
後
出
関
冨
屏
o
＜
・
■
暫
ー
岩
β
事
件
に
お
い
て
、
主
人
に
認
め
ら
れ
た
使
用
人
追
求
椹
と
の
關
蓮
に
お
い
て
考
察
せ
よ
。

（
6
）
　
例
え
ば
、
小
池
・
前
掲
。
我
妻
・
前
掲
五
三
頁
以
下
。
我
妻
・
有
泉
「
債
椹
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
昭
和
二
十
九
年
・
五
四
四
頁
等
。

（
7
）
　
小
池
・
前
掲
。

　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
　
（
三
七
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
蟹
権
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
　
（
三
八
）

（
8
）
　
小
池
・
前
掲
。
鳩
山
・
前
掲
。
但
し
勝
本
教
授
は
、
民
法
七
〇
九
條
は
椹
利
が
侵
害
せ
ら
れ
た
る
と
ぎ
の
救
濟
方
法
を
規
定
し
た
も
の
で
は
あ
つ
て
も
、
椹

　
利
が
凡
て
侵
害
可
能
な
る
こ
と
を
調
め
た
も
の
で
は
な
い
。
若
し
理
論
上
侵
害
し
得
ざ
る
椹
利
あ
ら
ば
、
本
條
の
適
用
が
な
い
の
み
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
前
掲

　
五
一
頁
。

（
9
）
　
小
池
・
前
掲
等
。

（
1
0
）
　
末
川
教
授
は
、
債
椹
の
護
券
化
の
傾
向
と
の
關
連
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
末
川
博
「
檀
利
侵
害
論
」
昭
和
三
十
一
年
・
日
本
詳
論
新
肚

　
三
三
一
－
三
三
二
頁
参
照
。

（
n
）

（
12
）

（
1
3
）

（
1
4
）

〔
註
〕

「
ド
イ
ッ
に
於
て
は
、

て
居
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
小
池
・
前
掲
一
〇
頁
。

特
に
債
椹
侵
害
を
不
法
行
爲
と
し
て
、

六
二
頁
。

　
二

當
な
事
由
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

で
あ
る
。

権
侵
害
の
法
則
は
、

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

洪
に
お
け
る
第
三
者
に
よ
る
債
権
侵
害
の
不
法
行
爲
と
は
、
先
験
的
な
9
旭
＆
o
＆
法
概
念
か
ら
す
る
演
繹
的
解
繹
の
結
果
誕
生
し
た
も
の
で
は

鳩
山
・
前
掲
。

川
島
武
宜
「
債
椹
法
総
則
講
義
」
（
第
一
）
昭
和
三
十
一
年
・
岩
波
書
店
・
七
八
ー
七
九
頁
。

鳩
山
・
前
掲
、
末
川
・
前
掲
。
等
滲
照
。

勝
本
・
前
掲
四
四
－
四
五
頁
。

濁
佛
の
法
制
に
關
し
て
は
左
の
如
ぎ
読
明
が
得
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
消
極
読
が
有
力
で
あ
る
。
蓋
し
濁
民
第
八
二
三
條
一
項
に
於
て
、
侵
害
さ
る
べ
き
権
利
が
列
畢
さ
れ
て
居
り
、
債
椹
は
そ
の
中
に
包
含
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
本
・
前
掲
六
一
頁
は
、
「
狗
逸
民
法
の
解
繹
と
し
て
消
極
読
有
力
な
る
は
、
狸
逸
民
法
の
規
定
比
較
的
完
備
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
債
椹
者
を
保
護
す
る
必
要
殆
ど
な
き
に
よ
る
。
」
と
読
明
す
る
。
「
佛
國
の
剣
例
學
説
は
積
極
読
に
傾
く
…
…
」
勝
本
・
前
掲

　
佛
民
法
二
二
八
二
條
に
所
謂
鴎
”
仁
審
の
解
繹
に
つ
い
て
は
、
末
川
・
前
掲
一
三
九
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

西
暦
一
九
〇
一
年
、
英
國
上
院
裁
到
官
旨
8
β
鵡
騨
魯
は
、
ρ
巨
昌
β
〈
・
冨
暮
ぽ
目
事
件
に
お
い
て
、
「
本
件
に
お
い
て
、
被
告
は
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
故
意
に
原
告
の
法
律
上
の
椹
利
帥
ち
、
法
律
の
認
め
た
原
告
と
第
三
者
と
の
間
の
契
約
關
係
を
侵
害
し
た
も
の

　
故
に
被
告
は
原
告
に
封
し
て
損
害
賠
償
の
責
に
任
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
到
決
し
た
。
こ
の
到
決
に
よ
つ
て
、
第
三
者
に
よ
る
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
英
法
上
確
立
し
た
地
位
を
見
出
す
に
至
つ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
到
決
の
も
つ
歴
史
的
な
性
格
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
が
右
の
到
決
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
英



な
く
、
傳
統
的
な
令
状
の
髄
制
に
基
き
、
十
四
世
紀
以
來
、
先
例
拘
束
性
の
枠
の
中
で
育
て
あ
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
さ
な

　
　
　
　
　
　
（
4
）

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
私
は
、
こ
こ
で
英
國
コ
ソ
モ
ソ
冒
1
の
諸
間
題
を
理
解
す
る
爲
に
、
そ
の
前
提
と
も
な
る
い
く
つ
か
の
問
題
黙
に
關

し
、
簡
箪
な
読
明
を
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
e
　
英
法
に
お
い
て
、
令
状
の
髄
制
o
。
冨
言
日
9
毛
匡
叶
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
十
四
世
紀
に
お
い
て
、
不
法
行
爲
に
封
し
て
、
國
王

の
裁
剣
所
が
救
濟
の
手
を
さ
し
の
べ
得
る
や
否
や
峡
特
定
の
不
法
行
爲
に
封
感
し
て
、
適
當
な
訴
訟
開
始
令
状
o
巳
鴨
昌
巴
毛
葺
が
存
在
す

る
か
否
か
に
か
か
つ
て
い
た
。
こ
れ
を
訴
訟
提
起
者
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
當
時
、
國
王
の
裁
剣
所
に
お
い
て
、
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
凡
て
國
王
の
大
法
官
ピ
o
匡
O
げ
き
8
一
一
9
の
襲
給
す
る
訴
訟
開
始
令
状
を
提
示
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
令
状
の
饅

制
と
は
、
訴
訟
を
中
心
と
す
る
コ
ソ
モ
ン
ロ
ー
の
組
み
立
て
の
中
で
、
訴
訟
當
事
者
が
國
王
裁
鋼
所
の
救
濟
を
得
る
こ
と
が
出
來
る
か
否
か
を
決

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
y

定
す
る
髄
制
で
あ
つ
た
。

　
從
つ
て
、
こ
の
髄
制
の
下
に
お
い
て
は
、
「
穂
利
が
あ
る
と
こ
ろ
に
救
濟
が
あ
る
」
q
寂
楓
器
噂
き
画
ま
§
＆
量
§
と
い
う
現
行
法
の
原
則
に
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

つ
て
、
「
救
濟
の
あ
る
と
こ
ろ
に
穫
利
が
あ
る
」
q
豊
き
§
＆
さ
き
＆
画
覧
基
と
い
う
原
則
が
成
立
す
る
。
そ
れ
故
、
我
々
が
英
法
に
お
け
る
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

権
侵
害
の
法
則
に
關
し
、
そ
の
コ
ン
モ
ン
ロ
：
的
浩
革
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
令
状
の
髄
制
に
目
を
注
ぐ
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。

　
中
世
コ
ソ
モ
ン
ロ
！
上
、
不
法
行
爲
に
封
す
る
救
濟
方
法
は
、
侵
害
訴
訟
令
状
譲
葺
｛
9
普
Φ
舘
試
9
9
訂
霧
葛
器
の
襲
給
、
並
び
に

こ
の
令
状
に
基
い
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
の
受
理
に
限
ら
れ
て
い
た
。
侵
害
訴
訟
令
朕
中
に
は
「
實
力
行
使
（
も
し
く
は
暴
力
）
に
よ
り
」
　
蔑
a

ミ
§
湯
な
る
文
字
が
記
さ
れ
、
王
の
李
和
侵
害
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
他
人
の
暴
力
が
直
接
自
己
の
身
盤
、
動
産
、
不
動
産
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

加
え
ら
れ
た
こ
と
を
訴
え
る
者
の
爲
に
襲
給
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
十
四
世
紀
と
も
な
る
と
、
不
法
行
爲
法
上
、
侵
害
訴
訟
に
み
ら
れ
た
如
き
、
直
接
侵
害
の
場
合
に
限
ら
ず
、
た
と
え
侵
害
の
方
法
は

間
接
的
で
は
あ
つ
て
も
、
お
よ
そ
原
告
⑳
身
髄
財
産
穫
が
不
法
に
侵
害
さ
れ
た
以
上
、
凡
て
救
濟
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方

　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
穫
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
　
（
三
九
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
　
（
四
〇
）

が
、
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
法
曹
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
十
四
世
紀
末
か
ら
、
十
五
世
紀
に
亙
り
、
こ
の
よ
う
な
法
曹
の
考
え
方
を
反
映
し
、
侵

害
訴
訟
に
準
じ
、
か
つ
こ
れ
を
振
大
し
た
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
聞
接
侵
害
訴
訟
卜
o
註
9
9
円
目
霧
b
”
器
8
島
Φ
O
器
Φ
＼
O
舘
①
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ば
れ
る
訴
訟
方
式
で
あ
る
。

　
間
接
侵
害
訴
訟
は
、
人
叉
は
物
に
封
し
て
直
接
的
な
暴
力
が
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
侵
害
の
特
殊
性
に
照
し
、
暴
力
が
加
え
ら
れ
た

場
合
と
同
様
、
不
法
行
爲
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
場
合
の
訴
訟
方
式
で
あ
る
。
こ
の
後
、
間
接
侵
害
訴
訟
は
、
現
實
の
必
要
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

答
え
て
、
更
に
い
ろ
い
ろ
の
種
類
に
分
化
し
、
侵
害
訴
訟
と
共
に
英
國
の
不
法
行
爲
法
を
形
成
し
て
行
っ
た
。

　
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
令
状
の
髄
制
の
撞
充
は
、
そ
の
ま
ま
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
の
王
裁
到
所
管
轄
槽
の
接
大
、
從
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

封
建
的
領
主
裁
剣
所
管
轄
権
の
縮
小
と
い
う
事
實
を
裏
書
き
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
從
つ
て
、
我
々
が
、
コ
ン
モ
ソ
・
1
を
深
く
理
解

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
後
に
潜
む
、
政
治
、
更
に
こ
れ
を
支
え
て
い
る
杜
會
・
経
濟
の
沿
革
に
ま
で
、
解
明
の
メ
ス
を
進
め
る
こ
と
が
ぜ
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

も
必
要
と
な
つ
て
く
る
。
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

　
訴
訟
令
状
の
髄
制
は
一
八
五
二
年
の
O
o
冒
目
9
ピ
”
≦
る
き
o
a
母
Φ
卜
9
及
び
一
八
七
五
年
の
『
昌
9
0
暮
竃
Φ
卜
9
に
よ
つ
て
慶
止
さ
れ

た
。
し
か
し
、
英
國
に
お
け
る
現
行
實
髄
法
の
内
容
と
形
式
と
は
、
今
で
も
な
お
、
訴
訟
方
式
の
襲
展
過
程
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
頗
る
大
な
る
も

の
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
私
法
の
分
野
に
お
け
る
多
く
の
實
定
法
的
規
定
は
、
歴
史
的
な
訴
訟
方
式
と
の
關
蓮
に
お
い
て
始
め
て
充
分
に
理
解
し
う

　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
も
の
で
あ
る
。
左
に
こ
の
黙
を
評
し
た
、
メ
イ
ト
デ
ン
ド
目
巴
菖
普
負
の
有
名
な
言
葉
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
、
、
円
げ
Φ
｛
o
目
目
。
Q
o
崩
舘
註
g
名
Φ
冨
く
Φ
び
胃
凶
①
9
び
暮
9
昌
亀
＝
暑
一
Φ
琶
ぼ
o
目
芹
①
ぼ
鷺
零
＄
。
．

　
⇔
　
次
に
、
先
例
拘
束
性
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
。
英
國
に
お
い
て
、
裁
到
所
が
或
る
事
件
を
到
決
す
る
に
際
し
、
到
例
を
引
照
す
る
慣
脅
は

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
時
代
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
慣
習
は
漸
次
塘
大
し
、
十
六
世
紀
に
は
、
到
例
を
先
例
と
し
て
引
用
す
る
慣
行
が
確
立
し
、

剣
例
は
、
同
様
の
事
件
に
お
い
て
從
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
し
か
し
、
現
行
法
に
み
ら
れ
る
如
き
、
最
高
裁
到
所
の
到
例



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
）

に
關
す
る
絶
封
的
拘
束
性
の
理
論
が
成
立
し
た
の
は
、
十
九
世
紀
後
牟
の
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）
　
（
屋
O
一
閏
。
ダ
）
一
〇
〇
一
ト
b
●
畠
9
即
“
竃
0
9

（
2
）
　
本
稿
第
二
章
第
二
節
参
照
。

（
3
）
　
高
柳
賢
三
「
英
米
法
源
理
論
」
昭
和
二
十
三
年
・
有
斐
閣
・
七
頁
以
下
。

（
4
）
　
守
尾
善
輝
「
英
國
契
約
法
概
読
」
昭
和
二
十
八
年
・
有
斐
閣
・
六
頁
参
照
。
「
〔
現
行
英
國
コ
ソ
モ
ソ
・
ー
と
は
、
〕
傳
統
的
な
物
の
考
え
方
と
、
合
理
的
な
物

　
の
考
え
方
と
、
そ
れ
に
ま
た
訴
訟
形
式
の
名
残
と
の
三
者
の
合
成
髄
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
」

（
5
）
　
令
欣
の
髄
制
に
つ
い
て
は
、
高
柳
賢
三
「
令
伏
の
髄
系
」
英
米
法
の
基
礎
．
昭
和
二
十
九
年
・
有
斐
閣
・
八
三
頁
以
下
、
及
び
弓
冒
畠
β
9
ダ
毎
O
o
β
9
＄

　
田
暮
。
昌
9
爵
Φ
9
目
ヨ
冒
富
名
（
恥
夢
象
一
逡
。
。
y
国
屏
」
｝
勺
叶
」
噛
穿
」
．
．
、
円
富
悶
8
目
・
9
艶
o
寓
8
、
、
・
鼠
毘
禽
目
鼻
円
ざ
害
冒
の
9

　
｝
o
註
o
目
ψ
暮
O
o
ヨ
日
o
昌
ピ
帥
名
（
ピ
9
①
拝
）
等
参
照
。

（
6
）
ω
9
日
自
9
円
o
詳
・
（
け
爵
Φ
阜
這
密
）
一
山
、
．
冒
再
o
身
9
0
昌
、
、
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
む
　
　
り
　
　
し

（
7
）
　
谷
口
教
授
が
、
「
不
當
利
得
の
研
究
」
の
中
で
「
英
米
法
の
契
約
、
不
法
行
爲
並
不
當
利
得
制
度
は
、
大
陸
法
の
そ
れ
と
構
造
を
異
に
し
、
又
複
雑
な
訴
纏
理

　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
セ
　
　
モ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
じ
　
　
じ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
う
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
し
　
　
セ
　
　
ヤ
　
　
む
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
セ
　
　
む
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
い
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
む
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち

　
論
の
敷
百
年
に
わ
た
る
爽
達
に
よ
つ
て
形
成
せ
ら
れ
た
の
で
、
詳
し
く
そ
の
嚢
達
の
史
的
考
察
を
な
す
の
で
な
け
れ
ば
、
諸
制
度
の
關
係
は
明
か
と
さ
れ
得
ね
。
」

　
〔
後
略
、
傍
黙
小
林
〕
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
問
題
に
關
す
る
深
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。
同
教
授
「
不
當
利
得
の
砺
究
」
昭
和
二
十
四
年
・
有
斐
閣
・
三

　
八
頁
参
照
。

（
8
）
　
高
柳
・
前
揚
九
九
頁
。
ω
毘
旨
o
目
斜
o
や
鼠
ダ
暮
野

（
9
）
国
8
百
9
“
β
。
F
暮
ω
舞
o
㌦
●
痔
帥
藍
民
｝
。
℃
．
。
F
暮
。
9
罠
Φ
㌦
。
琶
Φ
壁
鼠
馨
蕾
罫
富
奪
＄
匿
9
旨
凝
窪
魯
、
、
さ
①
8

　
＄
①
日
ロ
ε
び
Φ
昌
o
協
o
g
－
q
暫
試
o
昌
暁
o
目
酔
げ
Φ
げ
Φ
一
一
Φ
協
6
げ
㊤
“
“
げ
Φ
即
o
試
o
昌
o
h
o
緩
①
げ
器
即
目
『
8
閏
昌
Φ
o
試
o
昌
毒
詳
げ
“
げ
①
q
o
§
o
o
駈
§
§
0
9
0
0
§
o
昼
ロ
8

　
0
鴎
δ
げ
Φ
ω
叶
餌
α
弱
φ
Φ
o
眺
白
Φ
ロ
“
］
B
甘
冨
げ
Φ
目
目
｝
o
●
漣
（
露
oo
㎝
）
タ

（
10
）
　
高
柳
・
前
掲
一
〇
〇
頁
以
下
。

（
U
）
　
高
柳
・
前
掲
英
米
法
源
理
論
・
一
八
頁
。

（
12
）
　
こ
の
よ
う
な
解
明
の
方
法
論
に
關
し
て
は
、
田
中
英
夫
「
私
有
財
産
椹
の
保
障
規
定
と
し
て
の
∪
き
切
岩
8
器
O
宣
岳
①
の
成
立
O
」
國
家
學
會
雑
誌
六

　
九
巻
一
・
二
號
二
ー
四
頁
に
斬
新
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）
　
一
㎝
昏
一
〇
＜
ざ
“
〇
二
黛
9
“
O
（
一
〇〇
認
）
．

（
1
4
）
　
ω
o
o
俸
o
o
O
＜
陣
9
0
艮
窒
o
。
ミ
（
一
〇〇
謡
）
’

　
　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
　
（
四
一
）



　　　　　　ノ　　　　ハ㊧⇔e三　171615
　　　　　　）　）　）

お
け
る
、

　
㈲

コ
ン
モ
ン
ロ
ー
裁
到
所
の
鋼
決
を
分
析
し
、

　
㈲

　
な
お
こ
の
研
究
は
、

と
な
る
も
の
で
あ
る
。

英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
　
（
四
二
）

高
柳
・
前
掲
令
状
の
髄
系
・
八
三
頁
。

旨
毘
菖
”
β
“
o
や
o
濤
‘
帥
叶
b
o
●

一
般
に
高
柳
賢
三
「
王
國
の
一
般
慣
脅
法
と
剣
例
法
」
英
米
法
の
基
礎
。
特
に
一
二
七
－
一
二
九
頁
参
照
。

私
が
本
稿
に
お
い
て
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
左
の
如
く
要
約
さ
れ
よ
う
。

ロ
！
マ
法
上
の
訴
椹
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蓮
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。
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螢
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。
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す
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よ
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螢
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。
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。
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O
目
目
o
昌
ピ
国
ヨ
（
閃
亀
①
高
。
冨
詔
）
②
叶
oo
“
oo
ー
ω
o
o
b
o
●
末
川
・
前
掲
五
一
頁

　
以
下
参
照
。

（
6
）
　
船
田
・
前
娼
罹
馬
法
・
三
六
七
ー
三
六
九
頁
参
照
。

　
．
、
…
目
ザ
Φ
§
翫
o
§
黛
＝
霊
鴨
o
吋
山
Φ
8
帥
窪
三
目
山
陸
碧
身
一
①
筥
ヨ
目
o
Φ
薯
H
＄
ξ
名
置
畠
暫
冨
富
o
劃
8
β
♂
Φ
ヨ
覧
辞
Φ
α
呂
Φ
o
臨
o
巴
ξ
自

㎎
曾
Φ
羅
巳
ざ
謎
鼠
旨
9
0
ひ
q
9
：
…
騨
毛
器
①
器
Φ
暮
一
巴
ξ
”
の
q
富
一
臼
即
昌
8
試
o
p
毘
百
9
斜
e
3
曾
o
β
試
自
9
昏
①
。
。
軸
§
器
§
0
9
蕊
“
目
画

ぼ
肩
巨
o
言
一
9
翼
器
β
9
巴
↑
o
毛
9
壌
げ
霞
Φ
窪
臼
①
妻
器
o
困
①
＜
Φ
H
匿
q
げ
Φ
臼
目
気
o
菩
Φ
H
類
亀
o
臨
8
8
〈
①
門
σ
㎎
毛
7
雲
毛
器
身
Φ
（
国
．
σ
亀
‘

U
お
Φ
聲
♪
o
o
リ
メ
O
●
）
：
：
円
ざ
§
詫
o
き
貸
名
o
昌
q
げ
Φ
Φ
名
巴
蔓
暫
奉
一
一
ぎ
一
Φ
ε
餌
＆
岳
φ
置
①
名
詫
ぎ
一
Φ
㎎
巴
畠
帥
巳
一
〇
器
Φ
の
毛
富
H
Φ
ぎ

o
夢
Φ
H
財
Φ
目
①
身
毒
器
袈
普
冨
げ
一
9
ー
：
毎
鷲
o
冨
富
Φ
ゆ
一
W
餌
o
・
一
雪
Φ
。
0
5
房
夢
Φ
匹
袈
Φ
雷
q
・
0
8
一
①
器
雷
》
閃
げ
器
§
識
o
＆
驚
躍
鎮
塁
φ

O
（
∪
。
♪
o
。
弘
o
o
ふ
“
欝
巴
o
σ
R
o
岳
o
器
ρ
U
●
♪
一
。
。
」
P
）
：
：
＝
o
霜
♂
吋
α
o
Φ
・
菩
置
晩
o
噌
：
：
（
O
匡
鴨
墨
目
『
）
℃
8
8
g
Φ
昌
9
囑
冨
＆
8
畠
百
晩

鼠
目
蝉
磯
Φ
這
曽
8
岳
Φ
o
略
舘
試
o
β
。
：
：
毎
窪
δ
9
辞
菩
Φ
8
♂
坤
自
一
選
≦
ゲ
⑦
お
＜
Φ
H
自
Φ
5
呂
Φ
帥
肩
o
露
器
嘗
o
菩
臼
、
田
Φ
善
Φ
塁
①
o
肖

s
岳
a
圧
琶
騨
一
〇
器
”
三
罵
巨
蔓
雪
q
且
菩
o
耳
U
垢
φ
鵠
8
註
o
ダ
巨
讐
φ
昌
g
げ
①
旨
壁
貫
．
：
ω
o
目
Φ
江
目
Φ
孕
窪
Φ
も
①
屋
8
冨
寓
Φ
協
o
円
§
N
竈

げ
器
g
菩
旨
騎
叶
o
戯
o
＆
菩
浮
Φ
宵
欝
器
o
自
8
獣
8
β
β
Φ
o
菖
8
且
爵
（
冨
9
菩
Φ
一
一
ぎ
農
昌
胃
駐
Φ
ヨ
…
詳
目
塁
び
Φ
冒
9
Φ
q
昏
響
｝
ぎ

夢
Φ
o
器
0
8
♂
員
o
亀
貫
昏
①
8
叶
q
8
Φ
（
嘗
Φ
江
一
一
ぎ
o
q
o
協
夢
Φ
の
宣
＜
Φ
）
毛
器
8
同
審
一
巨
気
毛
8
昌
駐
鼻
昏
o
ロ
讐
菩
Φ
幽
耳
階
げ
8
ざ
β
毛
器



ロ
g
“
o
爵
Φ
℃
芭
目
試
崩
汐
芽
Φ
§
誉
§
黛
び
暮
ε
菩
Φ
o
§
曾
o
㌦
芸
Φ
巴
砦
Φ
屏
帥
一
一
Φ
自
…
：
（
醤
Φ
§
誉
§
N
h
）
冨
ψ
目
彗
気
目
①
器
目
菖
目
8
胆

　
ε
o
‘
H
Q
g
o
o
伊
毛
9
0
F
器
蜜
毘
菖
暫
ー
自
器
置
”
8
Φ
8
e
霰
9
皿
o
詳
o
騰
鐙
Φ
昌
角
毘
8
ロ
鼠
β
胃
『
即
o
註
o
μ
、
●
、
、
　
閃
g
o
匹
9
β
斜
o
℃
●
o
詳
こ
辞
o
o
o
o
o
o
！

　
Q
o
O
O
。

　
末
川
・
前
掲
六
四
頁
以
下
参
照
。
同
第
三
章
第
三
節
及
び
第
四
節
参
照
。
原
田
・
前
掲
下
巻
一
四
頁
（
悪
意
の
訴
穂
）
参
照
。

（
7
）
　
ω
9
9
8
馬
蕊
§
嵐
9
と
損
害
賠
償
1
§
蕊
o
馬
蕊
設
嵐
9
は
、
「
感
情
を
傷
つ
け
ら
れ
た
」
（
o
仁
寓
薗
鐙
Φ
ε
菩
Φ
h
Φ
色
営
σ
q
）
と
主
張
す
る
原
告
に
封
し

　
て
與
え
ら
れ
た
、
・
ー
マ
法
上
の
賠
償
支
梯
請
求
訴
椹
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
英
國
の
裁
剣
所
は
、
精
神
的
な
損
害
（
ヨ
Φ
昌
θ
巴
＆
雲
8
器
）
の
賠
償
を
認
め

　
る
に
際
し
て
、
非
常
に
嚴
格
な
規
準
を
採
用
し
て
い
る
。
帥
ち
、
．
．
冒
ロ
冨
β
岳
び
8
Φ
9
毘
岳
目
9
0
q
Φ
旨
ロ
雲
ご
①
肩
O
〈
a
…
（
ω
も
Φ
o
一
包
岳
目
印
磯
Φ
）

匹
暦
臨
Φ
ψ
夢
暮
目
o
量
日
9。
碗
Φ
の
即
H
Φ
3
8
＜
Φ
β
亘
Φ
目
R
Φ
ぐ
協
〇
二
〇
器
亀
H
①
唇
冨
註
自
冨
H
Φ
即
孤
8
0
幡
・
麓
昌
Φ
」
宮
“
窪
辞
夢
Φ
営
毘
暮
講

冒
畠
。
肩
。
く
Φ
一
〇
器
o
暁
巳
8
Φ
気
8
0
協
8
日
Φ
“
Φ
目
う
8
毘
o
H
目
響
Φ
肖
芭
民
轟
暮
鼠
Φ
o
・
試
日
9
。
菖
①
甘
目
自
8
●
罵
窪
Φ
お
富
o
巳
『
一
。
器
o
臨

　
6
げ
①
皿
o
o
一
Φ
6
賓
o
吋
o
o
昌
8
詳
ざ
昌
o
協
o
β
Φ
鳩
皿
騰
艮
①
β
鼻
“
げ
”
“
富
β
o
叶
①
昌
o
弱
の
毫
F
、
、
譲
冒
訪
Φ
一
鼻
目
O
詳
ス
窪
ダ
Φ
阜
一
〇
9
）
O
“
b
o
O
一
。
そ
れ
故
国
賃
o
匹
即
b
畠

　
俸
旨
o
Z
讐
誤
o
や
o
詳
・
が
、
そ
の
三
八
二
－
三
八
三
頁
で
、
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
損
害
賠
償
の
請
求
椹
を
、
英
法
に
於
け
る
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
（
Φ
図
Φ
目
官
胃
気

　
o
同
く
冒
臼
o
試
＜
Φ
画
90
日
餌
晩
Φ
妻
げ
Φ
8
“
ザ
Φ
四
9
0
巴
ヨ
o
β
Φ
鴇
α
帥
ヨ
四
鯨
Φ
o
壁
目
9
び
Φ
日
Φ
器
鍔
H
Φ
“
g
毛
げ
Φ
3
0
げ
o
仁
の
7
詳
o
鶴
び
Φ
目
Φ
帥
ψ
ロ
お
“
詳

　
毛
O
仁
置
営
β
O
名
帥
『
O
O
昌
Φ
碧
O
目
畠
叶
O
“
ザ
Φ
ザ
Φ
甘
O
弱
ψ
ー
Φ
器
亀
“
げ
Φ
毛
3
目
㎎
）
請
求
椹
と
封
比
し
て
い
る
の
は
興
味
あ
る
説
明
方
法
と
言
え
よ
う
。

　
⑦
　
§
翫
o
ぎ
黛
と
損
害
賠
償
ー
本
訴
訟
の
性
格
及
び
損
害
賠
償
額
決
定
の
規
準
に
つ
い
て
は
、
船
田
．
前
掲
罹
馬
法
・
三
六
七
ー
三
六
九
頁
参
照
。

　
（
本
訴
訟
は
、
罰
金
請
求
訴
訟
で
あ
る
と
同
時
に
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。
即
ち
、
本
訴
訟
に
よ
る
請
求
額
は
、
被
害
者
の
受
け

　
た
損
害
額
で
あ
る
。
）

（
8
）
　
乙Q
”
気
同
Φ
は
、
§
翫
o
亀
o
斜
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

⇔
　
ブ
ラ
ク
ト
ソ
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
法
則
の
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

前
項
で
論
明
し
た
ロ
ー
マ
法
上
の
不
法
行
爲
の
理
論
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ソ
閃
轟
9
8
に
よ
つ
て
英
國
法
曹
に
紹
介
さ
れ
た
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
は
、
十
三
世
紀
に
「
英
國
の
法
律
及
び
慣
習
に
つ
い
て
」
、
．
∪
Φ
一
罐
ぎ
瑳
9
8
器
竃
言
9
巨
ぴ
基
》
口
覧
寅
Φ
一
ま
巳
ρ
息
β
〈
巷
。
、

　
　
　
　
（
1
0
）

と
い
う
大
著
を
あ
ら
わ
し
た
が
、
こ
の
著
書
の
中
で
、
彼
は
「
第
三
者
が
家
族
を
は
ず
か
し
め
、
ま
た
こ
れ
に
暴
行
を
加
え
た
場
合
、
主
人
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

こ
れ
を
自
己
の
受
け
た
は
ず
か
し
め
、
あ
る
い
は
暴
行
と
み
な
し
て
、
右
の
第
三
者
に
劃
し
、
直
接
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
」
と

　
　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
権
の
侵
害
之
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
　
（
四
五
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
穫
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
　
（
四
六
）

読
明
し
て
い
る
。
こ
の
損
害
賠
償
請
求
槽
（
訴
椹
）
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
上
の
9
9
ざ
画
獣
§
＆
ミ
§
§
及
び
9
9
ざ
§
罰
と

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

全
く
同
一
で
あ
る
。

　
當
時
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
は
未
だ
充
分
に
襲
達
し
て
お
ら
ず
、
「
第
三
者
に
よ
る
家
長
椹
侵
害
の
不
法
行
爲
」
に
つ
い
て
も
、
コ
ソ
モ
ン
ロ
ー
上
、
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

饅
的
な
理
論
な
ら
び
に
救
濟
の
方
法
は
存
在
し
て
い
な
か
つ
た
。
英
法
を
ロ
ー
マ
法
的
に
組
織
立
て
て
読
明
し
よ
う
と
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ソ
が
、
こ

の
よ
う
な
未
知
の
間
題
に
直
面
し
た
と
き
、
そ
の
解
決
の
理
論
な
ら
び
に
方
法
を
冒
！
マ
法
の
法
則
に
求
め
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
う
る
と

　
　
　
　
（
1
4
）

こ
ろ
で
あ
る
。

　
（
9
）
　
ω
餌
矯
目
ρ
o
マ
o
詳
‘
曽
“
8
ω
ー
霧
㎝
●
十
三
世
紀
の
英
國
コ
ン
モ
ソ
ロ
ー
に
封
す
る
ロ
ー
マ
法
の
一
般
的
な
影
響
に
つ
い
て
は
、
高
柳
・
前
揚
英
米
法
源
理

　
論
・
五
四
ー
五
七
頁
、
及
び
宮
本
英
雄
「
英
國
に
於
け
る
罹
馬
法
縫
受
の
性
質
」
英
法
研
究
噺
四
一
頁
以
下
。

（
10
）
　
こ
の
著
作
は
後
世
の
學
者
蓬
か
ら
、
「
中
世
英
法
學
の
花
」
と
し
て
た
た
え
ら
れ
た
。
宮
本
・
前
掲
一
六
四
頁
。

（
U
）
oo
①
①
o
。
一
W
β
o
ε
P
⇒
．
一
”
暁
9
口
9
9
0
β
島
層
9
0。
9
協
●
口
㎝
o
一
＄
畠
ξ
留
旨
9
0
b
。
o
帥
“
‘
無
8
0
0
ー
置
●

　
（
12
）
　
Oo
”
胃
Φ
は
§
8
良
o
竃
に
は
ふ
れ
ず
、
簑
ざ
ぎ
誉
『
誉
『
蓉
§
の
み
に
つ
い
て
左
の
如
く
説
明
し
て
い
る
。
．
、
国
馨
8
β
諺
”
9
ざ
β
謎
島
①
斜
艮
網
爵
Φ

　
閃
o
日
曽
β
冨
妻
§
翫
o
ぎ
誉
嵐
9
鴨
§
§
℃
昏
0
8
ー
需
巴
m
日
畠
g
旨
Φ
昌
胤
躍
鼠
8
0
騰
毛
冨
魯
妻
器
隅
8
目
唱
Φ
目
器
試
o
昌
8
浮
o
目
器
＄
目
暁
o
目
“
げ
Φ

　
一
塁
9
6
鴨
く
臼
露
冒
茜
3
仁
筑
げ
o
庸
Φ
昌
日
内
≦
9
目
8
ε
9
0
目
Φ
臼
げ
R
9
冨
皿
ぎ
岳
魯
o
箆
…
些
Φ
器
岱
8
一
爵
8
瞬
霞
負
婁
9
毛
『
停
2

　
一
〇
器
o
騰
8
目
〈
凶
o
Φ
ロ
H
Φ
ロ
艮
貸
a
o
H
目
o
“
と
　
oo
”
旨
o
｝
o
℃
●
o
器
‘
魯
0
総
●

（
13
）
　
．
．
寄
目
o
o
β
①
¢
駐
o
甘
協
o
冒
”
国
β
σ
q
冒
9
日
鶏
げ
終
轡
o
o
、
、
一
憎
o
に
o
島
俸
冒
象
菖
鶴
タ
円
富
閏
溶
8
昌
o
眺
国
β
屯
凶
昏
冨
～
（
曽
’
亀
●
お
詔
）

　
暮
酌
q
N
．
宮
本
・
前
掲
一
六
四
頁
参
照
。

（
1
4
）
　
宮
本
・
前
掲
一
六
三
頁
、
及
び
高
柳
・
前
掲
五
六
i
五
七
頁
参
照
。
Oo
8
巴
8
一
旭
o
ロ
o
魯
俸
冒
巴
菖
鶴
鼻
o
マ
9
f
塾o
S
ー
帥
8
・
（
円
げ
O
＞
の
Φ
亀

　
国
H
鈴
o
叶
o
昌
）

日
　
ロ
ー
マ
法
法
則
英
法
化
の
過
程

ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
つ
て
英
國
法
曹
に
紹
介
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
法
則
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誌
）

つ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。

決
し
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
の
髄
系
に
吸
牧
さ
れ
て
し
ま



　
帥
ち
、
・
ー
マ
法
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
家
長
は
、
自
分
の
家
族
な
い
し
奴
隷
淋
、
第
三
者
に
よ
ウ
は
ず
か
し
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
暴
行
さ
れ
た

こ
と
を
立
謹
す
れ
ば
、
直
ち
に
、
右
の
第
三
者
に
封
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聡
）

　
こ
れ
に
反
し
、
イ
ヤ
ー
ブ
ッ
ク
属
Φ
胃
南
8
冨
に
牧
録
さ
れ
た
コ
ン
モ
ン
・
ー
裁
到
所
の
到
決
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
に
封
し
、
損
害
賠
償
請

求
を
目
的
と
し
て
、
侵
害
訴
訟
簿
9
δ
昌
9
訂
Φ
眉
器
o
。
を
提
起
す
る
領
主
は
、
第
三
者
が
武
力
を
行
使
し
て
國
王
の
李
和
を
お
び
や
か
し
た
こ

と
、
そ
の
結
果
領
主
領
民
間
の
封
建
的
主
從
關
係
狩
鼠
巴
お
冨
註
目
答
君
9
目
”
雪
零
習
q
の
R
毒
暮
を
侵
害
し
、
領
主
か
ら
領
民
の
勢

務
の
R
証
8
を
奪
い
去
つ
た
こ
と
を
立
詮
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
更
に
、
コ
ソ
モ
ン
ロ
ー
裁
到
所
は
、
領
主
の
こ
の
よ
う
な
訴
穫
は
、
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

民
自
身
が
加
害
者
を
訴
追
す
る
穫
利
か
ら
匠
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
到
決
し
て
い
る
。

　
で
は
、
ロ
ー
マ
法
法
則
英
法
化
の
過
程
に
お
い
て
、
何
故
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
本
項
に
お
い
て
、
こ
の
問
題

を
、
e
訴
穫
の
目
的
に
關
す
る
差
異
、
⇔
領
主
の
訴
権
は
領
民
の
訴
椹
と
匿
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
上
の
特
色
、
及

び
㊧
原
告
の
立
讃
責
任
に
關
す
る
差
異
の
三
黙
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
ω
　
訴
権
の
目
的
に
關
す
る
相
違
黙

　
コ
ソ
モ
ン
ロ
ー
の
訴
権
は
、
雇
主
巨
器
叶
R
使
用
人
の
R
轟
暮
間
の
身
分
的
な
關
係
を
第
三
者
の
侵
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的

　
　
　
　
（
E
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
・
ー
マ
法
の
訴
穫
が
、
家
長
の
人
格
権
、
財
産
穫
を
第
三
者
の
侵
害
か
ら
保
護
し
た
の
と
違
つ
て
い
る
。

　
で
は
何
故
こ
れ
ら
二
つ
の
訴
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
つ
た
内
容
の
客
髄
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
に
答
え

る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
訴
権
の
背
後
に
あ
る
肚
會
關
係
を
封
比
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
β
ー
マ
の
批
會
關
係
と
は
、
家
を
中
心
と
し
、
種
族
團
盟
を
外
圓
と
す
る
家
族
制
農
業
肚
會
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
封
し
、
十
三
世
紀
英
國
の
肚

　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

會
は
、
領
主
の
荘
園
を
中
心
と
し
た
封
建
制
農
業
肚
會
で
あ
つ
て
、
家
は
、
こ
の
領
主
権
力
の
人
的
要
素
を
構
成
す
る
に
止
ま
つ
た
。
帥
ち
中
世

英
國
に
お
い
て
、
肚
會
生
活
の
中
心
は
家
か
ら
荘
園
へ
と
移
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
　
（
四
七
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
　
（
四
八
）

　
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
法
が
ま
ず
保
護
の
手
を
さ
し
の
べ
た
の
は
、
第
三
者
が
家
長
と
家
族
、
奴
隷
と
の
關
係
を
不
法
に
侵
害
し
た
場
合
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

た
。
こ
の
場
合
、
家
長
は
家
内
唯
一
人
の
椹
利
者
と
し
て
家
族
を
代
表
し
て
お
り
、
且
奴
隷
の
所
有
者
で
も
あ
つ
た
の
で
、
家
族
に
封
す
る
は
ず

か
し
め
は
家
長
の
人
格
椹
に
封
す
る
は
ず
か
し
め
、
奴
隷
に
封
す
る
不
法
行
爲
は
家
長
の
財
産
穫
に
封
す
る
不
法
行
爲
を
形
成
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
十
三
世
紀
の
英
國
に
お
け
る
が
如
く
、
肚
會
生
活
の
中
心
が
家
か
ら
荘
園
へ
と
移
り
、
家
長
も
領
主
の
家
臣
（
〈
器
毘
）
た
る
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

に
あ
ま
ん
ず
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
、
家
長
椹
で
は
な
く
、
領
主
領
民
の
特
殊
な
身
分
的
紐
帯
の
上
に
築
か
れ
た
荘
園
秩
序
を
第
三
者
に
よ

る
侵
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
つ
た
。
こ
の
必
要
性
を
反
映
し
て
、
ま
た
ロ
ー
マ
の
訴
穫
を
ま
ね
て
、
英
國
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
法
曹
が
生

み
出
し
た
の
が
、
本
項
で
読
明
す
る
第
三
者
が
領
主
領
民
の
身
分
關
係
（
荘
園
秩
序
）
を
侵
害
す
る
不
法
行
爲
の
法
則
で
あ
る
。

　
從
つ
で
・
ー
マ
法
及
び
コ
ン
モ
ン
・
1
の
訴
椹
は
、
そ
の
保
護
の
目
的
と
す
る
内
容
に
お
い
て
こ
そ
異
る
如
く
み
え
る
が
、
そ
の
根
本
原
理
に

お
い
て
は
、
共
に
杜
會
の
基
本
的
な
關
係
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
黙
で
、
何
等
相
違
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
内

容
に
關
す
る
相
違
と
は
、
法
適
用
の
場
に
お
け
る
肚
會
關
係
の
攣
化
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑧
　
領
主
の
訴
椹
は
領
民
の
訴
権
と
匿
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
コ
ン
モ
ン
p
I
は
、
第
三
者
が
領
主
領
民
間
の
身
分
關
係
を
侵
害
す
る
こ
と
か
ら
襲
生
す
る
、
領
主
の
第
三
者
に
封
す
る
訴
穫
と
、
領
民
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

が
、
加
害
者
を
訴
追
す
る
権
利
と
を
庭
別
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ロ
！
マ
法
に
お
い
て
は
、
家
は
唯
一
人
の
穫
利
者
た
る
家
長
に
よ
つ
て
代
表
さ

れ
て
い
た
の
で
、
家
族
あ
る
い
は
奴
隷
が
、
獅
立
し
て
加
害
者
に
封
し
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
訴
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
）

は
、
間
接
的
に
家
長
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

　
こ
こ
で
十
三
世
紀
英
國
に
お
け
る
領
主
と
領
民
と
の
關
係
に
つ
い
て
老
え
て
み
よ
う
。
當
時
の
英
國
に
は
三
つ
の
身
分
が
あ
つ
た
。
第
一
に
領

主
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
、
當
時
の
支
配
階
級
を
形
成
し
て
い
た
騎
士
（
百
㎡
喜
）
の
身
分
が
あ
つ
た
。
次
に
く
る
自
由
民
（
ぼ
8
日
弩
）
は
凱
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

マ
グ
ナ
カ
ル
タ
崔
四
瞬
冒
”
O
胃
冨
に
よ
り
完
全
に
そ
の
身
分
の
保
障
さ
れ
た
自
由
農
民
の
階
級
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
数
は
少
く
、
大
し
て
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

な
身
分
で
は
な
か
つ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
領
主
の
土
地
を
耕
作
す
る
螢
働
力
の
大
部
分
を
提
供
し
て
い
た
農
奴
（
＜
筥
Φ
営
）
の
階
級
が
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

彼
等
は
、
農
業
生
産
の
人
的
要
素
と
し
て
荘
園
肚
會
に
重
大
な
地
位
を
し
め
て
い
た
。
帥
ち
、
廣
大
な
土
地
を
所
有
す
る
領
主
は
、
農
奴
を
使
つ

て
こ
れ
を
耕
作
さ
せ
、
こ
こ
か
ら
彼
の
生
活
に
必
要
な
生
産
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
農
奴
は
彼
等
の
耕
し
て
い
た
土
地
に
附
属
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

る
も
の
と
見
徹
さ
れ
、
勝
手
に
韓
居
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
領
主
の
土
地
と
共
に
費
買
さ
れ
た
。
し
か
し
中
世
英
國
の
農
奴
は
ロ
r
マ
の
奴
隷

の
如
く
、
物
と
同
一
覗
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
印
ち
、
英
國
の
農
奴
は
少
い
な
が
ら
領
主
の
土
地
を
貸
與
さ
れ
、
領
主
の
用
の
な
い
と
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

は
こ
れ
を
耕
し
て
家
族
の
生
計
を
立
て
て
い
た
。
こ
の
領
主
農
奴
間
の
關
係
は
、
支
配
と
庇
護
の
約
束
に
封
す
る
に
奉
公
（
年
貢
と
賦
役
）
の
誓
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

を
も
つ
て
す
る
一
種
の
貸
借
關
係
に
も
た
と
え
ら
れ
る
。
更
に
農
奴
に
は
、
領
主
の
荘
園
裁
到
所
（
巨
き
a
。
2
詳
）
に
出
廷
し
て
、
限
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

範
園
で
は
あ
つ
た
に
せ
よ
、
と
も
か
く
も
法
の
救
濟
を
得
る
路
が
開
か
れ
て
い
た
。

　
以
上
か
ら
考
え
る
に
、
十
三
世
紀
英
國
に
お
け
る
領
主
と
農
民
と
の
關
係
は
、
も
は
や
・
ー
マ
に
お
け
る
家
長
と
奴
隷
と
の
關
係
の
よ
う
に
、

所
有
者
と
所
有
物
と
の
關
係
で
は
な
く
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
共
に
法
の
保
護
の
下
に
立
つ
、
地
主
と
小
作
人
と
の
關
係
に
近
い
も
の
で
あ
つ

た
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
領
主
農
民
間
の
關
係
を
侵
害
す
る
第
三
者
の
行
爲
は
、
如
何
な
る
不
法
行
爲
を
形
成
す
る
も
の
と
老
え
ら
れ
た
の
か
。
ま

ず
不
法
行
爲
を
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
農
民
自
身
に
と
つ
て
、
人
格
構
上
叉
財
産
椹
上
の
損
害
と
な
る
こ
と
は
い
5
ま
で
も
な
い
。
次
に

こ
の
よ
う
な
不
法
行
爲
に
よ
つ
て
、
農
民
の
螢
役
（
8
署
一
8
）
を
失
う
こ
と
は
、
領
主
に
と
つ
て
、
財
産
上
の
損
害
と
な
る
。
中
世
の
英
國
に

お
い
て
、
農
民
は
第
一
の
損
害
に
關
す
る
限
り
、
荘
園
裁
到
所
に
お
も
む
き
、
直
接
加
害
者
に
封
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
從
つ
て
、
國
王
の
コ
ソ
モ
ソ
ロ
ー
裁
到
所
が
救
濟
の
手
を
の
ば
す
必
要
性
を
感
じ
た
の
は
、
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す

る
損
害
襲
生
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
。
コ
ン
モ
ン
・
ー
が
、
ロ
ー
マ
法
上
総
べ
て
主
人
の
人
格
に
反
映
す
る
も
の
と
看
徹
さ
れ
て
來
た
召
使
に

　
　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
擢
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
　
（
四
九
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
　
（
孟
O
）

封
す
る
不
法
行
爲
を
、
召
使
個
人
に
謝
す
る
不
法
行
爲
、
及
び
主
人
召
使
の
關
係
に
封
す
る
不
法
行
爲
の
二
通
り
に
、
匿
別
し
た
の
は
こ
こ
に
由

來
す
る
も
の
と
老
え
ら
れ
る
。

　
③
　
原
告
の
立
謹
責
任
に
關
す
る
相
違
黙

　
前
述
の
如
く
寸
イ
ヤ
ー
ブ
ッ
ク
属
Φ
胃
閃
o
o
冴
に
牧
録
さ
れ
た
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
裁
到
所
の
到
決
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
の
侵
害
を
理
由
に
訴
訟

を
提
起
し
よ
う
と
す
る
領
主
は
、
第
三
者
が
實
力
行
使
を
も
つ
て
（
＆
昏
8
言
毘
く
三
曾
8
）
農
民
に
封
し
暴
行
を
加
え
叉
は
こ
れ
を
奪
い
さ

つ
た
こ
と
、
更
に
こ
の
結
果
、
領
主
が
そ
の
農
民
の
勢
役
を
失
う
に
至
つ
た
こ
と
（
ざ
雲
冨
皿
＄
署
昏
“
、
ψ
＄
署
ざ
Φ
）
の
二
つ
を
立
謹
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
（
翫
）

を
要
求
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
反
し
、
ロ
ー
マ
の
家
長
は
、
自
分
の
家
族
な
い
し
奴
隷
が
、
第
三
者
に
よ
り
は
ず
か
し
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
暴
行
さ
れ
た
こ
と
を
立
詮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
加
害
第
三
者
に
封
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
で
は
何
故
、
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
は
訴
訟
當
事
者
に
封
し

こ
の
よ
う
に
嚴
格
な
立
詮
責
任
を
課
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
我
々
は
、
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
英
國
肚
會
が
、
荘
園
制
度
の
最
盛
期
に
あ
つ
た
こ
と
を
思
い
起
さ
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

い
。
こ
の
時
代
に
あ
つ
て
、
英
國
荘
園
肚
會
の
秩
序
は
、
各
地
の
封
建
領
主
達
の
手
で
充
分
に
維
持
さ
れ
て
い
た
。
從
つ
て
、
國
王
の
コ
ソ
モ
ン

・
ー
裁
到
所
が
、
地
方
領
主
間
の
間
題
に
直
接
干
渉
す
る
た
め
に
は
、
一
人
の
領
主
が
武
力
を
用
い
て
他
の
領
主
の
農
民
を
奪
い
去
る
と
い
つ

た
、
非
常
事
態
の
襲
生
を
必
要
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
第
三
者
の
侵
害
を
理
由
に
訴
訟
を
提
起
す
る
領
主
は
、
實
際
に
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
農
民
の
螢
役
を
失
つ
た
こ
と
を
詮
明
し
な
く
て

は
な
ら
な
か
つ
た
が
、
こ
れ
は
、
コ
ン
モ
ソ
ロ
ー
に
お
い
て
、
領
主
の
訴
椹
と
農
民
の
訴
穫
と
が
分
離
さ
れ
た
と
．
い
う
事
實
に
關
蓮
し
て
理
解
さ

る
べ
き
間
題
で
あ
ろ
う
。
帥
ち
、
領
主
は
、
農
民
の
螢
役
を
す
ら
失
わ
な
い
の
に
、
如
何
し
て
、
彼
の
蒙
つ
た
損
害
が
、
農
民
の
蒙
つ
た
損
害
以

上
の
も
の
で
あ
つ
た
と
立
護
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
裁
釧
所
は
、
領
主
に
封
し
こ
の
よ
う
な
立
謹
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ



つ
て
始
め
て
、
領
主
の
訴
橿
と
農
民
の
訴
椹
と
の
匠
別
を
現
實
的
（
鱒
9
轟
け
な
も
の
と
し
て
剣
決
し
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ひ

　
最
後
に
我
々
は
、
英
國
コ
ン
モ
ン
・
1
裁
剣
所
が
．
こ
く
最
近
に
至
る
ま
で
、
無
形
の
損
害
、
あ
る
い
は
精
紳
的
な
損
害
を
認
め
よ
う
と
し
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菊
）

つ
た
と
い
う
事
實
に
着
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
鄙
ち
、
ロ
ー
マ
法
に
所
謂
家
長
の
人
格
に
封
す
る
は
ず
か
し
め
の
結
果
生
じ
る
の
は
、
こ
の

無
形
あ
る
い
は
精
神
的
な
損
害
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
農
民
の
勢
役
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
、
領
主
に
と
つ
て
有
形
的
物
質

的
な
損
失
を
意
味
し
た
。
こ
こ
に
も
我
々
は
、
何
故
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
が
、
領
主
に
損
害
の
稜
生
に
關
し
嚴
格
な
立
謹
責
任
を
負
わ
し
た
か
と
い
う

問
題
に
關
す
る
解
答
を
見
出
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。

　
以
上
、
私
は
本
項
に
お
い
て
、
中
世
コ
ン
モ
ン
・
ー
の
侵
害
訴
訟
を
、
・
ー
マ
法
の
訴
椹
と
の
關
蓮
に
お
い
て
考
察
し
、
そ
の
特
色
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
に
關
し
、
左
に
引
用
す
る
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
嵩
巴
包
習
畠
の
言
葉
は
、
深
い
理
解
と
、
鋭
い
洞
察
の
光
を
投
げ

か
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
白
げ
Φ
｛
o
目
目
三
塑
昌
亀
雪
Φ
目
一
〇
。
色
9
置
9
一
＜
①
ξ
国
ロ
笹
凶
浮
）
㌧
．
、
げ
暮
詐
冨
毘
o
Q
P
営
”
8
目
富
一
昌
器
田
Φ
〈
Φ
昌
図
o
目
騨
員
名
獣
一
〇
島
o

　
o
嘗
臼
鍔
試
g
。
。
o
輪
毛
①
雪
Φ
旨
国
胃
8
Φ
名
R
Φ
び
Φ
鴨
目
ぽ
㎎
叶
o
毘
o
営
器
臣
Φ
冒
o
≦
β
浮
①
巨
試
目
彗
Φ
目
＄
三
駐
o
賄
国
o
日
器

　
一
轟
巴
匪
雪
o
昌
℃
国
ロ
㎎
冨
昌
名
器
β
g
g
零
凶
o
目
匹
同
お
胃
o
含
o
日
㎎
島
彗
圧
巽
o
昌
“
詳
ミ
器
α
Φ
〈
①
一
8
日
㎎
暫
協
o
円
目
巨
費
昌
亀
o。
盆
目

　
巧
匡
呂
け
窪
⑦
躍
窃
詩
彗
名
R
Φ
8
日
日
鴫
譲
o
巳
α
富
島
Φ
の
可
g
鴨
雪
宮
罫
8
犀
鋼
鳴
日
巽
閃
o
冒
き
謎
冒
き
伽
紹
＜
R
o
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
国
昌
㎎
一
謎
げ
冨
≦
坤
o
目
巴
一
『
臼
oo
謎
叶
Φ
議
●
矯
、

（
1
5
）
ω
Φ
Φ
鳴
ロ
臼
亀
な
ω
”
胃
ρ
o
や
o
一
ε
暮
O
窯
ー
窓
9

（
1
6
）
　
o
Q
Φ
Φ
置
4
昌
o
富
㎝
曽
“
O
臼
o
一
試
目
碗
侵
。
切
・
に
缶
Φ
昌
。
一
＜
一
器
”
お
．

（
1
7
）
．
、
｝
民
跨
普
Φ
冨
算
員
‘
…
8
冒
烏
冨
9
帥
量
塁
鳴
号
器
叶
。
露
塁
＆
螢
巳
ε
膏
塁
p
9
目
蔓
。
目
富
琶
㌦
9
駐
塁
p

　
昏
Φ
畠
Φ
♂
昌
量
目
叶
日
帥
気
器
気
昏
暫
“
Φ
く
Φ
昌
ヨ
斜
目
7
器
暫
ψ
Φ
b
胃
暮
Φ
8
註
o
昌
旧
琶
q
営
警
o
ゲ
o
器
①
胆
毛
Φ
毛
目
6
げ
雲
島
Φ
覧
帥
冒
註
崩
ψ
目
Φ
8
＜
曾

　
ロ
o
菩
母
㎎
び
気
爵
Φ
冒
官
騨
冒
“
の
ご
①
気
o
目
畠
“
げ
Φ
畠
即
目
9
瞬
Φ
¢
毛
岳
o
げ
昏
Φ
気
o
餌
β
8
ロ
o
β
”
ご
ξ
玲
o
毛
笹
o
気
げ
薗
＜
o
ロ
ロ
ψ
冨
日
o
q
ぴ
気
“
げ
o
一
〇
器
o
騰

　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
権
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
　
（
五
一
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
　
（
五
二
）

皿
Φ
署
帥
8
・
o
幡
窪
Φ
淳
目
①
P
名
げ
o
富
お
び
Φ
露
び
Φ
響
臼
9
ぎ
b
H
ぎ
器
9
0
同
8
霞
Φ
暮
a
器
ε
び
Φ
貫
。
巷
菩
一
Φ
9
・
Φ
署
一
8
・
卜
民

菩
Φ
冒
帥
g
帥
o
ー
ψ
冨
に
ぎ
φ
び
①
再
。
縄
辟
§
些
鋒
＄
目
8
薯
一
g
帥
自
。
ま
げ
①
霞
Φ
碧
器
ψ
8
目
三
暮
g
謂
魯
塁
6
夢
o
器
署
鴛
岳
・
、
、
一
曽
蓉
揖

　
（
Z
ざ
げ
o
広
）
”
9
鵠
堕
や
㎝
b
o
且
φ
Φ
q
び
『
ω
帥
気
8
｝
害
式
●

（
B
）
　
註
π
参
昭
…
。

（
19
）
　
§
翫
o
馬
§
騎
§
噛
馬
象
壕
§
ミ
び
及
び
§
き
包
o
驚

（
2
0
）
　
我
妻
・
前
掲
二
三
四
頁
。

（
2
1
）
　
英
國
の
杜
會
に
關
し
て
は
、
今
井
登
志
喜
「
英
國
融
會
史
」
東
京
大
學
出
版
會
．
一
九
五
三
年
・
八
0
1
八
五
頁
（
ア
ン
ジ
ュ
ー
〔
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
〕

　
王
朝
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
肚
會
）
及
び
同
九
八
－
一
〇
四
頁
（
十
三
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
肚
會
）
参
照
。

（
2
2
）
　
我
妻
・
前
掲
二
四
〇
頁
。

（
2
3
）
　
本
節
註
3
滲
照
。

（
2
4
）
　
本
節
註
4
参
照
。

（
2
5
）
　
》
の
ε
窪
①
匡
即
β
o
目
ロ
『
馨
Φ
目
日
鴎
Φ
昌
Φ
弓
毘
の
①
Φ
》
ロ
巨
Φ
ざ
目
げ
Φ
国
8
－
o
目
一
〇
〇
円
㎎
目
一
鵠
試
o
目
o
厩
国
ロ
鴨
帥
β
畠
（
一
〇
臼
Φ
島
●
）
ピ
Φ
9
仁
吋
①
一

　
（
円
富
国
ー
α
q
冴
げ
》
鴨
霞
一
轡
ω
『
馨
Φ
日
”
昏
Φ
蜜
雪
8
器
ω
富
目
註
β
鵬
｝
9
暮
）
●
o
o
8
巴
8
一
円
8
く
£
旨
p
霞
暮
o
昌
9
国
昌
範
目
畠
暮
お
O
i

　
b
o
8
・
荘
園
の
肚
會
纏
濟
組
織
の
分
析
に
關
し
て
は
我
妻
・
前
掲
二
三
七
f
二
四
三
頁
参
照
。

（
2
6
）
　
ω
帥
》
同
9
0
℃
●
o
詳
●
｝
帥
α
3
9

（
2
7
）
窪
・
、
、
盆
試
ヨ
①
≦
Φ
暮
自
雪
畠
昏
Φ
舜
匡
o
屋
α
Φ
冨
民
Φ
暮
目
Φ
目
富
田
9
菩
Φ
壁
目
ξ
妻
Φ
3
唱
銭
口
邑
気
Φ
目
鶴
o
言
暮
9
9
毛
自

8
目
Φ
日
Φ
器
葭
①
亀
一
民
8
Φ
民
Φ
g
Φ
ゆ
爵
Φ
富
毛
8
目
Φ
ε
巴
ざ
名
窪
Φ
宣
象
註
含
巴
曲
且
g
Φ
倉
席
帥
ぼ
8
日
昏
｝
ε
耳
帥
昌
磯
雪
§
誉

　
§
ま
9
9
3
目
夢
Φ
誉
嵐
§
嵐
9
≦
冨
o
げ
げ
Φ
げ
即
幽
警
崩
Φ
8
貸
び
仁
静
Φ
＜
Φ
目
冒
窪
Φ
旨
ロ
　
巨
魯
g
H
詳
気
a
菊
9
β
四
β
冨
毛
窪
Φ
8
馨
ロ
一
3
日
包
昌
Φ
自

　
窪
Φ
ミ
翫
o
誉
画
号
恥
9
9
び
気
名
圧
9
菩
Φ
℃
＆
ミ
、
9
§
h
N
誉
o
。
婁
霧
Φ
b
寓
菖
9
6
0
げ
H
ぎ
晩
帥
8
づ
帥
目
卑
θ
Φ
　
四
〇
註
o
ピ
o
協
匡
ロ
o
名
ー
3
同
置
ロ
三
6

0
庸
臼
9
6
0
試
ヨ
α
ぼ
o
仁
㎎
ゲ
凶
三
賃
曙
ε
匡
⑩
且
暁
p
匿
の
o
冨
一
酔
Φ
p
o
目
露
・
匹
雪
Φ
・
・
、
、
留
胃
Φ
」
畠
こ
8
0
。
’

（
％
）
　
今
井
・
前
掲
八
O
頁
。

（
2
9
）
　
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
第
三
九
條
に
所
謂
「
自
由
人
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
農
奴
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
廣
く
自
由
人
一
般
を
指
す
の
か
、
自
由
保

　
有
椹
者
に
限
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
嫁
、
更
に
挾
く
直
接
受
封
者
及
び
其
の
直
囑
の
家
臣
の
み
を
指
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
未
だ
學
説
の
一
致
を
見
て
い
な
い
。

　
田
中
・
前
掲
一
四
頁
滲
照
。



（
aひ
）
　
今
井
・
前
揚
八
三
頁
α

（
3
1
）
一
、
マ
Φ
〈
Φ
一
鴇
p
。
や
。
F
暮
一
。
。
●
密
ε
昏
Φ
儀
Φ
邑
冨
。
㌦
昏
Φ
く
旨
Φ
凶
轟
四
Φ
（
、
目
Φ
…
吋
Φ
9
且
の
＄
ε
の
）
8
Φ
一
b
良
。
魯
俸
蜜
聾
置
民
）

　
o
℃
・
9
α
こ
暮
ω
㎝
O
I
o
o
oo
o
o
騨
目
q
　
“
一
b
o
ー
吟
器
●
ω
Φ
Φ
9
の
o
＜
σ
o
槻
轟
＆
癖
く
旨
Φ
営
即
㎎
Φ
日
国
昌
唯
po
β
鼻
一
〇〇
総
。

（
32
）
　
一
目
お
く
Φ
蔓
帥
P
o
や
9
詳
暮
応
o
O
O
●
今
井
・
前
掲
八
三
頁
。

（
3
3
）
　
一
目
3
＜
9
嵩
戸
害
算
今
井
・
前
掲
。
我
妻
教
授
は
、
荘
園
制
度
の
特
色
を
、
「
一
言
に
し
て
い
へ
ば
、
領
主
が
廣
大
な
土
地
を
支
配
し
、
こ
こ
か
ら
そ
の

　
家
計
の
維
持
に
必
要
な
る
生
産
を
な
す
が
、
し
か
も
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
土
地
を
分
割
し
、
一
種
の
貸
借
關
係
に
基
い
て
農
民
に
貸
與
し
、
農
民
の
濁
立
の
超

　
螢
主
艦
た
る
地
位
を
否
定
し
墨
さ
な
い
貼
」
に
求
め
る
。
前
掲
二
三
七
頁
。

（
3
4
）
　
我
妻
・
前
掲
二
三
九
頁
（
荘
園
制
度
に
お
け
る
勢
働
力
の
支
配
を
規
律
す
る
法
律
關
係
）
。

（
3
5
）
宏
ε
夢
①
唱
9
8
註
8
9
〈
目
Φ
置
＄
目
旨
⑦
ξ
彗
目
o
旨
9
8
ロ
辞
器
Φ
一
ま
9
爵
節
密
毘
6
一
営
ρ
ε
。
9
f
辞
。。
O
卜

（
3
6
）
．
、
b
薯
冒
q
9
肩
9
①
昌
8
轟
Φ
昏
Φ
欝
9
同
o
・
霞
9
。
さ
①
琶
一
Φ
一
巳
＃
語
の
民
①
亀
駐
一
。
奨
の
8
旨
F
μ
9
島
①
田
躍
、
孕

　
閃
暮
暮
一
Φ
器
江
φ
類
器
目
ε
臼
8
霞
甘
営
毛
匡
9
菩
Φ
8
富
目
Φ
器
o
昌
け
o
夢
一
艮
窪
暮
く
崔
①
一
屋
9
胃
Φ
島
惹
爵
窪
Φ
ぼ
Φ
Φ
日
臼
夢
Φ

　
q
o
“
『
o
既
9
0
菖
目
四
㊤
の
』
β
山
㎎
Φ
の
o
目
塑
器
Φ
器
o
目
の
●
、
、
一
円
鳳
Φ
く
①
ξ
”
P
o
や
o
詳
‘
ψ
5
℃
H
餌
●

（
3
7
）
ω
8
剛
o
H
Φ
轟
5
甘
ρ
K
」
w
・
一
一
国
Φ
昌
」
＜
』
o
。
輩
o
・
o
詫
Φ
α
ξ
ω
曙
目
ρ
o
℃
・
o
一
～
暮
①
。
㎝
・
oQ
①
Φ
毘
ψ
o
因
Φ
胃
閃
8
屏
o
器
Φ
ω
o
詳
Φ
q
ξ

　
竃
帥
器
。
魔
q
6
目
斜
B
｝
円
げ
Φ
国
冒
出
o
容
Φ
g
Φ
目
α
o
㌦
“
び
Φ
ω
鼠
ぴ
q
“
Φ
Φ
o
㌦
b
四
ぴ
o
q
同
Φ
屋
（
一
〇
〇
〇
〇
）
薗
“
一
3
目
o
＄
ト

（
3
8
）
　
本
節
註
1
2
参
照
。
・

（
39
）
　
＋
三
世
紀
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
御
代
は
英
國
封
建
制
度
の
圓
熟
期
と
い
わ
れ
る
。

（
40
）
　
本
節
註
7
ω
参
照
。

（
4
1
）
心
。
勺
〇
一
H
o
魯
齢
寓
飢
笥
斜
民
”
宙
幹
o
曙
9
国
目
範
凶
昏
■
暫
名
（
6
。
自
・
9
‘
一
〇
躍
）
留
o
。
・
目
岳
の
・
o
暮
臼
8
寅
巴
砿
o
。
詳
9
菖
匹
き
ざ
Φ
6
甘
卜

O
o
b
o
謎
Φ
窪
馨
o
身
9
菩
Φ
O
o
目
日
o
冒
】
昼
名
（
容
げ
9
●
｝
冨
鵠
）
o。
o
o
9

二
　
勢
働
者
法
令

e
　
黒
死
病
の
流
行
と
勢
働
者
法
令
の
制
定

十
四
世
紀
の
中
葉
、
百
年
戦
孚
の
さ
な
か
に
、

　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
権
の
侵
害
と
不
法
行
爲

黒
死
病
匹
8
屏
U
Φ
暮
げ
が
英
國
を
襲
つ
た
。

こ
の
病
氣
の
爲
に
、
英
國
は
そ
の
総
人
口
の
約

　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
　
（
五
三
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
　
（
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

牛
数
を
失
つ
た
と
い
わ
れ
る
。
帥
ち
、
こ
の
病
に
倒
れ
た
者
は
、
地
位
の
上
下
、
貧
富
の
差
を
越
え
て
、
當
時
四
百
萬
と
い
わ
れ
た
英
國
全
人
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
う
ち
ヤ
ニ
百
萬
な
い
し
二
百
五
十
萬
0
多
数
に
の
ぼ
つ
た
。
な
か
で
も
、
當
時
荘
園
に
あ
つ
て
、
領
主
の
土
地
を
耕
し
、
封
建
肚
會
経
濟
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

盤
を
支
え
て
い
た
、
農
業
螢
働
者
達
は
最
も
著
し
い
影
響
を
受
け
た
。
農
村
に
は
、
佳
む
人
の
い
な
く
な
つ
た
家
が
そ
こ
こ
こ
に
存
在
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
な
り
、
村
に
よ
つ
て
は
、
全
く
佳
民
の
死
に
た
え
た
と
こ
ろ
さ
え
出
來
た
と
い
わ
れ
る
。

　
領
主
達
は
こ
の
荘
園
螢
働
力
の
激
減
を
、
生
き
残
り
の
農
奴
に
加
う
る
に
、
當
時
よ
う
や
く
そ
の
歎
を
檜
し
て
き
た
自
由
賃
銀
螢
働
者
を
雇
傭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
補
お
う
と
し
た
。
し
か
し
、
絶
封
的
な
人
口
不
足
を
前
に
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
封
策
も
、
嶢
石
に
水
の
効
果
し
か
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
。
領
主
間
の
螢
働
者
雇
入
れ
に
か
ん
す
る
競
孚
は
激
化
し
た
。
こ
の
結
果
、
螢
働
者
の
賃
銀
は
改
善
さ
れ
た
が
、
勢
働
市
場
に
お
け
る
需
要
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

供
給
と
の
不
均
衡
は
、
こ
れ
を
上
廻
る
生
活
費
の
騰
貴
を
呼
び
、
勢
働
者
達
は
物
債
高
か
ら
く
る
生
活
苦
と
、
批
會
不
安
と
に
機
ま
さ
れ
た
。
彼

等
は
、
こ
の
生
活
苦
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
よ
り
よ
い
賃
銀
、
よ
り
よ
い
待
遇
を
求
め
て
領
主
間
を
渉
り
歩
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
浮
動
螢
働
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

中
に
は
、
か
つ
て
封
建
領
主
の
土
地
に
附
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
農
奴
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
帥
ち
黒
死
病

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

流
行
の
結
果
英
國
荘
園
肚
會
の
経
濟
的
基
盤
は
、
大
き
く
ゆ
す
ぶ
ら
れ
、
崩
壊
の
危
機
に
ひ
ん
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
こ
の
非
常
時
に
封
塵
す
る
た
め
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
曽
垂
ピ
目
は
、
一
三
四
九
年
、
國
王
評
議
會
困
凝
置
O
。
琶
亀
を
召
集
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

こ
の
評
議
會
は
、
同
年
六
月
十
八
日
螢
働
者
律
令
O
琶
日
普
8
9
霊
ぎ
胃
Φ
お
を
制
定
し
た
。
更
に
一
三
五
一
年
二
月
、
黒
死
病
流
行
後
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毘
）

め
て
召
集
さ
れ
た
英
國
國
會
b
貰
冨
目
Φ
昌
は
、
・
螢
働
者
法
ω
醇
彗
暮
Φ
9
ピ
昏
o
實
Φ
旨
を
制
定
し
た
が
、
こ
れ
は
二
二
四
九
年
の
律
令
を
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

制
定
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
軍
に
同
律
令
を
補
足
し
た
も
の
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
勢
働
者
法
令
の
目
的
は
、
當
時
、
領
主
か
ら
領
主
へ
と
渉
り
歩
い
て
い
た
自
由
螢
働
者
を
、
適
正
な
賃
銀
の
支
梯
を
受
け
て
領
主
の
支
配
下
に

定
佳
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
勢
働
賃
銀
及
び
物
領
の
上
昇
を
抑
え
、
こ
れ
に
と
も
な
う
肚
會
不
安
を
解
決
し
、
，
領
主
領
民
間
の
關
係
を
安
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

せ
て
、
少
し
で
も
荘
園
祉
會
の
秩
序
を
黒
死
病
流
行
以
前
の
歌
態
に
返
そ
う
と
す
る
乏
こ
ろ
に
あ
つ
た
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
勢
働



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賂
）

者
法
令
は
、
第
一
に
六
十
歳
未
満
の
賃
銀
勢
働
者
注
話
q
一
暮
o
旨
⑦
窃
£
甚
置
紳
ぽ
霞
Φ
9
臣
話
Φ
零
o
お
知
9
H
の
に
封
し
、
法
律
の
定
め

　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
適
正
な
賃
銀
の
支
彿
を
受
け
、
荘
園
で
働
く
こ
と
を
命
令
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
命
令
に
違
反
し
、
法
定
の
賃
銀
で
螢
務
に
服
す
る
こ
と
を
拒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

む
勢
働
者
、
あ
る
い
は
法
定
額
以
上
の
高
額
賃
銀
を
支
沸
う
領
主
は
、
共
に
塵
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
勢
働
者
法
令
は
、
勢
働
者
が
荘
園
か
ら
逃
亡
す
る
の
を
防
止
す
る
爲
に
、
二
定
期
間
勢
務
を
提
供
し
、
賃
銀
の
支
梯
を
受
け
る
契
約

を
締
結
し
た
螢
働
者
は
、
螢
務
の
提
供
を
開
始
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
期
間
経
過
以
前
に
領
主
の
下
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。
領
主

の
許
可
も
し
く
は
相
當
の
理
由
＆
臣
o
暮
蔚
魯
8
9
8
器
o
昌
魯
一
Φ
畠
壽
①
な
く
し
て
こ
の
命
令
に
違
反
す
る
も
の
は
拘
禁
刑
凶
目
胃
謎
9
，

　
　
（
1
9
）

臼
①
暮
に
庭
せ
ら
る
べ
し
」
と
規
定
し
た
。
更
に
、
同
法
令
は
、
こ
の
規
定
の
實
施
を
確
實
に
す
る
た
め
に
、
領
主
に
封
し
、
雇
傭
期
間
中
に
逃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

亡
し
た
使
用
人
、
も
し
く
は
契
約
だ
け
は
締
結
し
た
が
實
際
に
は
勢
務
を
提
供
し
な
い
う
ち
に
逃
亡
を
企
て
た
螢
働
者
を
自
力
救
濟
の
手
段
に
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

え
、
逮
捕
お
o
碧
言
お
す
る
椹
利
を
認
め
た
。

　
第
三
に
、
領
主
は
、
螢
働
者
法
令
の
規
定
に
よ
つ
て
、
雇
傭
契
約
違
反
を
誘
致
し
た
。
。
Φ
旨
8
窪
書
就
8
9
ゲ
R
目
9。
昌
．
。
。
の
R
奉
暮
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

者
に
封
し
、
不
法
行
爲
上
の
責
任
を
追
求
し
、
損
害
賠
償
支
沸
を
請
求
す
る
槽
利
を
與
え
ら
れ
た
。
こ
の
権
利
に
は
、
當
初
情
を
知
ら
ず
に
他
人

の
勢
働
者
を
雇
つ
た
第
三
者
が
、
雇
主
の
通
知
並
び
に
要
求
β
o
註
8
帥
β
q
号
目
騨
呂
に
よ
つ
て
情
を
知
る
に
至
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

螢
働
者
を
返
さ
な
い
場
合
、
こ
れ
が
不
法
行
爲
責
任
を
間
う
椹
利
も
亦
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
－
）
　
蜀
弱
“
B
日
｝
円
げ
Φ
曽
賄
O
H
O
Φ
日
〇
一
“
O
騰
φ
げ
Φ
ω
雷
ψ
口
“
Φ
①
O
場
ピ
帥
び
O
鐸
H
Φ
H
ロ
｝
（
一
〇
8
）
即
σ
一
ー
ド

　
（
2
）
　
一
目
3
〈
Φ
蔓
90
y
o
ラ
o
器
こ
魯
o
o
旨
●
今
井
・
前
掲
一
三
〇
頁
。

　
（
3
）
、
、
ミ
巨
Φ
爵
Φ
筥
騨
讐
Φ
名
9。
・
菖
8
日
Φ
霧
8
島
β
9
8
普
Φ
一
菩
o
自
甘
鴫
。
一
器
・
Φ
p
昏
Φ
8
塁
Φ
臣
畠
o
輪
o
豆
且
o
β
匿
昏
辞
夢
Φ

　
　
q
Φ
曽
“
げ
H
暮
o
名
帥
の
9
筑
げ
Φ
零
90
］
B
o
β
磯
6
げ
Φ
づ
o
o
目
…
と
層
顔
“
β
印
目
｝
o
や
o
詳
●
り
暮
図
●

　
（
4
）
H
玄
3
一
曽
雪
9
藩
劃
o
や
o
帥
ダ
霊
肩
鋭
今
井
・
前
揚
。

　
（
5
）
　
農
奴
に
よ
る
賦
役
と
貢
納
の
金
納
化
8
田
ヨ
眉
雷
試
o
昌
の
傾
向
は
十
三
世
紀
末
に
既
に
現
れ
て
い
た
。
一
円
冨
く
Φ
ぞ
帥
P
o
P
9
ε
暮
o
o
匿
。
黒
死
病
の

　
　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
　
（
五
五
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
椹
の
侵
害
と
不
法
行
爲

流
行
は
こ
の
傾
向
を
一
層
具
艦
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る

れ
を
新
し
く
小
作
に
出
す
よ
う
に
な
つ
た
。
」
今
井
・
前
娼
一

働
者
に
近
い
も
の
に
な
つ
た
。
ω
Φ
Φ
》
ロ
巨
Φ
ざ
O
や
o
詳
こ

（
6
）

（
7
）

　
φ
げ
Φ

　
O
肖
鴫

（
8
）

　
サ
①
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反
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（
2
5
）

　
第
一
に
、
勢
働
者
律
令
及
び
螢
働
者
法
に
は
、
コ
ソ
モ
ソ
ロ
ー
上
の
不
法
行
爲
を
否
定
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
な
か
つ
た
。
從
つ
て
、
こ
れ

ら
の
法
令
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
コ
ソ
モ
ソ
ロ
ー
が
領
主
に
認
め
て
い
た
構
利
、
帥
ち
、
荘
園
酉
で
螢
務
に
從
事
す
る
こ
と
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
解
）

る
農
民
を
實
力
で
領
内
に
引
止
め
て
お
く
椹
利
、
あ
る
い
は
、
蕪
園
の
勢
働
者
を
實
力
で
奪
い
去
つ
た
第
三
者
を
訴
追
す
る
穫
利
は
、
勢
働
者
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銘
）

令
制
定
後
も
依
然
と
し
て
存
績
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
勢
働
者
法
令
は
雇
主
に
封
し
、
逃
亡
し
た
使
用
人
を
追
跡
す
る
椹
利
や
、
情
を
知
つ
て
な
お
他
人
の
召
使
を
返
還
し
な
い
第
三
者
を

訴
追
す
る
構
限
を
賦
與
し
た
。
こ
れ
ら
雇
主
の
穂
利
は
、
コ
ン
モ
ソ
・
！
の
法
則
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
構
利
で
あ
る
。
從
つ
て

勢
働
者
法
令
の
規
定
は
、
從
來
の
コ
ソ
モ
ソ
・
1
上
の
不
法
行
爲
理
論
を
内
容
的
に
接
張
し
、
コ
ソ
モ
ソ
・
i
が
領
主
に
認
め
て
き
た
訴
権
に
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

に
い
く
つ
か
の
新
し
い
訴
訟
原
因
を
加
え
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
②
　
訴
櫨
の
目
的
に
關
す
る
比
較

　
次
に
私
は
、
コ
ン
モ
ソ
・
1
上
の
訴
椹
及
び
勢
働
者
法
令
の
規
定
し
た
訴
椹
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
の
異
つ
た
保
護
の
封
象
を
も
つ
て
い
た
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
帥
ち
、
コ
ソ
モ
ン
ロ
ー
上
の
訴
槽
は
、
領
主
農
民
間
の
封
土
に
附
厩
し
た
身
分
關
係
を
第
三
者
の
優
害
か
ら
保
護
す
る
の
を
目

的
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
、
勢
働
者
法
令
の
制
定
者
達
は
、
雇
主
使
用
人
間
の
關
係
を
契
約
關
係
で
あ
る
と
読
明
し
、
こ
れ
を
第
三
者
の
侵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

害
か
ら
保
護
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
身
分
の
保
護
か
ら
契
約
の
保
護
へ
と
い
う
、
訴
権
の
目
的
に
お
け
る
養
邉
の
あ
と
を
示
す
も
の
と
考
え

　
　
（
雛
）

ら
れ
ゐ
。



　
で
は
、
勢
働
者
法
令
に
所
謂
「
雇
主
使
用
人
間
の
契
約
關
係
」
O
o
旨
艮
9
冨
寒
o
曾
目
器
富
吋
導
q
。
。
R
毒
暮
と
は
、
具
饅
的
に
如
何
な

る
性
格
を
備
え
た
も
の
で
あ
つ
た
か
、
こ
の
間
題
を
考
察
す
る
の
が
本
項
に
お
け
る
私
の
目
的
で
あ
る
。

　
確
か
に
螢
働
者
法
令
は
、
第
三
者
が
雇
主
使
用
人
澗
の
雇
傭
契
約
違
反
を
誘
致
す
る
行
爲
を
不
法
行
爲
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
保

護
の
目
的
と
し
た
基
本
關
係
の
成
立
原
因
に
關
す
る
読
明
を
契
約
關
係
に
求
め
て
い
た
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
勢
働
者
法
令
の
他
の
規
定
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舘
V

制
定
者
達
が
、
必
ず
し
も
契
約
法
法
理
を
も
つ
て
こ
の
關
係
の
解
繹
を
一
貫
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
帥
ち
、
荘
園
枇
會
の
秩
序
を
同
復
す
る
た
め
に
は
、
勢
働
者
が
領
主
の
土
地
か
ら
逃
亡
す
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
。
こ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
、
勢
働
者
法
令
は
、
雇
主
に
封
し
、
契
約
だ
け
は
締
結
し
た
が
、
未
だ
雇
傭
關
係
に
入
つ
て
い
な
い
使
用
人
に
向
い
契
約
上

の
穫
利
を
彊
行
す
る
椹
限
や
、
逃
亡
し
て
他
人
の
召
使
と
な
っ
た
使
用
人
を
追
跡
す
る
槽
利
を
與
え
た
。
こ
れ
は
、
螢
働
者
法
令
の
制
定
者
達
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

一
に
未
履
行
契
約
を
有
効
と
し
、
二
に
、
契
約
の
効
力
が
契
約
當
事
者
に
非
ざ
る
第
三
者
に
も
及
ぶ
こ
と
を
承
認
し
て
い
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
砺
）

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
當
時
の
英
國
契
約
法
は
、
未
履
行
契
約
に
拘
束
力
を
認
め
ず
、
叉
契
約
の
効
力
が
第
三
者
に
及
ぶ
こ
と
を
否
認
し
て
い

た
。　

更
に
螢
働
者
法
令
に
お
い
て
、
契
約
條
項
8
目
訂
”
9
0
一
慧
器
が
彊
行
規
定
で
あ
つ
た
と
い
う
事
實
は
、
こ
れ
ら
法
令
の
規
定
が
、
當
事
者

の
合
意
に
そ
の
基
礎
を
お
く
一
般
契
約
理
論
の
み
を
も
つ
て
し
て
は
、
充
分
に
理
解
し
得
な
い
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い

馨　
即
ち
、
勢
働
者
法
令
の
規
定
は
、
口
頭
に
よ
る
冨
3
げ
雇
傭
契
約
艶
未
成
年
者
冒
塗
耳
を
當
事
者
と
す
る
契
縫
に
も
適
用
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
、
総
て
の
契
約
は
、
成
年
目
a
o
ユ
な
に
達
し
た
椹
利
能
力
者
を
當
事
者
と
し
、
捺
印
誰
書
0
8
ぎ
鍔
暮
目
且
R
oo
Φ
巴
に
よ
つ
て
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

結
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
當
時
の
コ
ソ
モ
ン
・
1
契
約
理
論
で
は
解
繹
の
出
來
な
い
規
定
で
あ
つ
た
。
ま
た
、
法
定
賃
銀
に
關
す
る
強
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

規
定
は
、
コ
ン
モ
ン
・
i
上
の
契
約
自
由
の
原
則
と
爾
立
し
な
い
規
定
で
あ
る
。

　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
穰
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
　
（
五
九
）



　
　
　
英
法
に
お
け
る
債
灌
の
侵
害
と
不
法
行
爲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
　
（
六
〇
）

　
以
上
を
綜
合
し
て
私
は
国
o
一
島
≦
8
嘗
ホ
ー
ル
ズ
ウ
ァ
ー
ス
が
彼
の
有
名
な
著
書
「
英
法
の
歴
史
」
　
．
、
田
誓
o
昌
9
国
昌
鴫
房
げ
ピ
餌
名
、
．
の

中
で
「
螢
働
者
法
の
規
定
す
る
雇
主
と
使
用
人
の
紐
帯
は
、
そ
の
原
因
關
係
に
お
い
て
こ
そ
契
約
的
な
性
格
を
備
え
て
い
る
が
、
其
の
他
の
關
係

に
お
い
て
は
、
婚
姻
契
約
目
胃
は
轟
Φ
0
9
訂
暫
9
に
も
類
似
し
た
特
殊
な
身
分
關
係
の
富
さ
の
亀
即
b
8
巳
凶
胃
旺
民
と
し
て
の
性
格
を
備

え
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
帥
ち
、
雇
主
使
用
人
の
關
係
は
、
婚
姻
に
お
け
る
と
同
様
に
、
〔
當
事
者
の
合
意
〕
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
〔
第
一
に
、
〕
こ
の
契
約
上
の
槽
利
義
務
は
、
當
事
者
の
合
意
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
法
律
の
命
令
す
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
）

い
る
。
〔
更
に
、
〕
こ
の
契
約
の
効
力
は
、
契
約
の
當
事
者
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
」
と
読
明
し
て
い
る
の
は
、
螢
働
者
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

令
に
所
謂
基
本
的
な
關
係
の
も
つ
特
殊
な
性
格
を
明
確
に
表
現
し
た
記
述
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
③
滑
革
的
な
考
察

　
最
後
に
私
は
、
コ
ソ
モ
ン
ロ
ー
上
の
第
三
者
に
封
す
る
侵
害
訴
訟
と
、
勢
働
者
法
令
の
規
定
し
た
第
三
者
に
封
す
る
侵
害
訴
訟
と
の
關
係
を
、

滑
革
的
に
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
上
の
不
法
行
爲
法
則
が
、
荘
園
に
お
け
る
封
建
的
身
分
關
係
を
第
三
者
の
侵
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
繰
返
し
読
明
し
た
。
中
世
に
お
い
て
、
荘
園
杜
會
の
秩
序
は
、
彊
力
な
地
方
領
主
椹
力
に
よ
つ
て
充
分
維
持
さ
れ
て
お
り

國
王
の
裁
到
所
も
あ
え
て
荘
園
間
の
間
題
に
干
渉
し
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
。
從
つ
て
、
一
方
に
お
い
て
、
封
建
領
主
は
、
都
市
も
し
く
は
他
の

領
主
の
下
に
逃
亡
し
た
農
奴
を
追
跡
す
る
椹
限
を
持
た
ず
、
叉
他
方
に
お
い
て
、
コ
ソ
モ
ソ
ロ
ー
裁
到
所
も
、
實
力
行
使
に
よ
る
農
奴
の
奪
取
と

い
う
非
常
事
態
が
襲
生
し
な
い
か
ぎ
り
、
他
人
の
農
奴
の
逃
亡
を
誘
致
し
た
に
止
ま
る
第
三
者
に
封
し
、
不
法
行
爲
責
任
を
問
う
よ
う
な
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
協
）

な
か
つ
た
。
事
實
、
黒
死
病
が
來
襲
す
る
迄
は
、
螢
働
力
も
充
分
に
あ
つ
た
の
で
、
領
主
達
は
、
國
王
の
裁
釧
所
の
救
濟
を
得
て
ま
で
、
逃
亡
し

た
農
奴
を
追
求
す
る
必
要
性
も
感
じ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
黒
死
病
の
來
襲
は
、
中
世
コ
ン
モ
ン
・
1
法
秩
序
を
根
本
か
ら
揺
り
動
か
し
た
。
印
ち
、
中
世
に
お
い
て
コ
ン
モ
ン
ロ
ー
が
適
用
さ
れ



た
の
は
荘
園
枇
會
で
あ
り
、
叉
こ
の
肚
會
を
支
え
て
い
た
経
濟
組
織
と
は
、
農
奴
に
よ
る
領
主
直
轄
地
の
無
償
耕
作
に
基
礎
を
お
い
た
、
自
給
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
44
）

足
農
業
経
濟
組
織
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
黒
死
病
流
行
後
の
荘
園
肚
會
に
お
い
て
、
そ
の
経
濟
組
織
の
人
的
要
素
た
る
農
奴
の
数
は
、
疫
病
來

襲
以
前
の
牛
分
以
下
に
滅
少
し
て
し
ま
つ
た
。
今
や
領
主
達
に
と
つ
て
、
一
人
の
螢
働
者
と
錐
も
極
め
て
貴
重
な
存
在
と
な
つ
た
。
そ
こ
で
領
主

達
は
、
荘
園
の
人
手
不
足
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
自
由
賃
銀
螢
働
者
を
雇
入
れ
始
め
た
。
こ
れ
は
、
農
奴
及
び
領
主
間
の
身
分
關
係
に
基
づ
い
て

い
た
當
時
の
肚
會
経
濟
組
織
の
基
本
的
な
關
係
が
、
次
第
に
地
主
及
び
小
作
人
間
の
契
約
に
基
づ
く
關
係
へ
と
近
代
化
さ
れ
つ
つ
あ
つ
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
杜
會
経
濟
組
織
の
基
本
的
な
關
係
に
お
け
る
攣
動
は
、
中
世
コ
ソ
モ
ン
β
1
法
曹
の
豫
期
し
得
な
か
つ
た
事
實
で
あ
り
、
從
來
の

コ
ソ
モ
ン
ロ
ー
法
則
の
適
用
を
も
つ
て
し
て
は
、
こ
れ
が
充
分
な
封
策
を
講
ず
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
新
事
實
の
嚢
生
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

す
る
封
策
と
し
て
、
國
王
評
議
會
に
参
集
し
た
封
建
領
主
の
代
表
等
が
制
定
し
た
の
が
、
螢
働
者
法
令
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
帥
ち
、
螢
働
者
律
令
、
並
び
に
こ
れ
を
補
足
し
て
後
年
制
定
さ
れ
た
螢
働
者
法
は
、
領
主
と
螢
働
者
と
の
關
係
を
、
も
は
や
身
分
關
係
で
あ
る

と
は
看
徹
さ
ず
、
こ
れ
を
特
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